新規参入者の「営農計画」等について

　　年　　月　　日
　非農家の個人又は法人が農業経営を始めるにあたり、農地法第3条許可又は農業経営基盤強化促進法における利用権設定等により農地を取得（賃貸借を含む）するために農業委員会に相談・協議があった際の審査の判断資料として「営農計画」等の提出を求めますが、この内容については以下の項目を参考にしてください。

　なお、法人の場合は農地所有適格法人の4要件を満たしていることは当然のことです。
	１
	氏名（法人名）
	

	２
	住所
	

	３
	電話番号
	

	４
	就農予定地
	

	５
	就農時期
	

	６
	営農計画
	①作物名とその作物ごとの耕作面積
②同上の作物の作付時期、どのような作業（耕起、播種、肥料、間引き等）を誰がどの程度の日数をかけて行うか。
③栽培方法
④栽培技術
⑤農業労働力
⑥農業機械
⑦施設（ハウス・作業所等）
⑧農業用水
⑨販売先
⑩その他

	７
	資金計画
	

	８
	栽培技術習得・研修の有無
	研修を受けた学校、研修先の農家等（氏名等）

	９
	住居の確保
	

	10
	その他
	


